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移動の足不足の解消について

【目指すべき社会像】
大都市、中小都市及び観光地など全ての地域で、住民・観光客が、必要時に、円滑に移動できる「移動の自由」が確保される社会を目指す。

【これまでの取組・主な成果】（規制改革推進会議答申（５／３１）において国土交通省等所管省庁との合意の上記載）
○タクシー・バス等のドライバーの確保（地理試験廃止、２種免許試験の20言語への多言語化（2024年２月）、法定研修の期間要件撤廃（同３月）、２種免許技

能教習の一日当たりの上限時間の延長（同６月） 等）

  ○自家用有償旅客運送の制度改善（地域公共交通会議の迅速化、交通空白地の定義柔軟化等）

○自家用車活用事業の創設・バージョンアップの検討（タクシー不足の地域・時期・時間帯において、タクシー事業者が運送主体となり、地域の自家用車・ドラ
イバーを活用（2024年４月）。対象地域の足不足の状況をモニタリングし、不断にアジャイルなバージョンアップを直ちに検討（雨天、電車トラブル、イベントへ
の柔軟な対応等）。その他の地域についても首長主導の柔軟な取組を可能とする新制度活用を推進。また、タクシーと自家用車活用事業に共通で適用され
る、新たなダイナミックプライシングなど、需要と供給に応じた柔軟な運賃・料金のあり方を検討。）

【参考】今後の課題に関する規制改革推進会議意見
タクシー事業者以外の者によるライドシェア事業を位置付ける法制度について、内閣府・国土交通省の論点整理を踏まえ、次期通常国会への法案提出も

視野に、年末に向けて、法案化作業を直ちに開始すべき。

（参考）総理御指示（令和６年５月31日 第19回規制改革推進会議）

○デジタルを活用して、全国の移動の足不足の解消への道筋をつけるという観点から、規制改革推進会議における議論を踏まえ、安全を前提に、いわゆる
ライドシェアを全国で広く利用できるようにすることが必要。

○全国の移動の足不足の解消に向けて、自家用車活用事業等について、モニタリングを進め、検証を実施。その一環として、できるだけ早期に、その時点で
の検証結果の評価を実施。

○並行して、こうした検証の間、タクシー事業者以外の者が行うライドシェア事業について、本日の論点整理を踏まえ、法制度を含めて事業の在り方の議論
を推進。

【これからの取組】

○今年度から開始された自家用車活用事業等の効果を適切に把握し、不断かつ大胆なバージョンアップを実施するとともに、データを充実させた上で、全国
でのモニタリングを進め、検証を実施。その一環として、できるだけ早期に、その時点での検証結果の評価を実施。

○少なくとも年内は、内閣府及び国土交通省においてモニタリング、検証を継続し、日本全国の移動の制約の解消状況を精査する。

○並行して、地域交通の「担い手不足」や「移動の足」不足への対策として十分でないと合理的に考えられる場合に備え、デジタル原則に則り、タクシー事業者以
外の者が行うライドシェア事業について、内閣府及び国土交通省が行った論点整理を踏まえ、法制度を含めて事業の在り方の議論を国土交通省とともに進める。
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（参考）モニタリング状況について

○自家用活用事業の開始に伴い、規制改革推進会議では、国土交通省の協力を得て、自家用車活用事業の効果についてモニタリングを
開始。既に自家用車活用事業が実施されている東京や京都などの都市について、週次のデータを計６回提出いただいている。（令和６
年６月３日時点）

○なお、アプリ事業者等から任意のご協力でご提出いただいているものであり、現時点においては、取得可能なデータの対象地域、内容に
は限界があることにも留意が必要。

＜モニタリングの実効性に関する意見（規制改革推進会議WG）＞

○対象地域の限定性

 現在、モニタリングが可能な地域は１０あまりと極めて限定的。アプリデータ
がない地域についての移動の足不足やその解消の状況をモニタリングする方
法を具体化する必要があるのではないか。

○データの限定・正確性

 アプリ上のマッチング率のみで判断しているが、配車アプリへのシフトを
強める反面、電話での配車、流しや駅待ちのタクシーなどに悪影響が出る
懸念もある。社会全体の移動需要を把握する手段が別途必要ではないか。
そもそも、アプリ利用者は、全乗客の１０％程度ではないか。

○アプリ上のマッチング率の定義

 アプリ上のマッチング率についても、タクシーの配車依頼を長時間継続し、
１０回目でやっと配車されるような場合をマッチング成功とカウントすること
は、乗客の利用実態からすると違和感が否めないのではないか。

＜モニタリングイメージ＞

【事業者数】

【登録ドライバー増加人数、稼働台数、運行回数等】
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（参考）モニタリング状況について

＜モニタリングイメージ＞

【マッチング率】【無線配車のマッチング率】

※無線配車のマッチング率については、無線配車で呼ぶことが出来るタク
シー車両数が、アプリ配車で呼ぶことが出来るタクシー車両数より大幅に
少ないことから、マッチング率が低く出ることに留意が必要であり、今後同
様の形式でモニタリングし続けるかは未定。



（参考）ライドシェア事業に係る法制度についての論点整理（令和６年５月31日 内閣府・国土交通省）
Ⅰ 「移動の足」不足の解消実態に係る論点

  全ての地域について、適切なデータを検証して地域交通の「担い手」不足、「移動の足」不足解消の状況を確認し、自家用車活用事業や自家用有償旅客運送の制度の
効果について、現時点では期限を定めず、適切な期間で、定量的に丁寧な評価を行い、適時適切に改善を不断にしていくことが望ましい。一方で、現時点においては、取
得可能なデータの対象地域、内容には限界があることを踏まえ、少なくとも、アプリ等でデータが把握可能な１２都市については、適切なデータを検証する。 
  その際、これらの施策は開始して間もなく、天候・季節波動・イベント等による需要の短期的・中期的な増減への対応も含め、制度の運用について柔軟な見直しを行って
いくことから、直ちにその評価を行うことは困難であることに留意する。 

  １．モニタリングによる実態把握（自家用車活用事業及び自家用有償旅客運送） 
  （１）自家用車活用事業の創設や自家用有償旅客運送の制度改善の状況 
  （２）利用者目線でのモニタリング
    ① 主に都市部におけるモニタリング項目
    ② 主に地方部におけるモニタリング項目 
  （３）交通サービス、地域ごとの特性も加味した「移動の足」の充足の検証 等

  ２．モニタリングの実効性確保（自家用車活用事業及び自家用有償旅客運送）
  （１）モニタリング項目の充実・整理
  （２）モニタリングの実施方法 等

Ⅱ 現時点で想定される論点
 Ⅰの考え方を踏まえ、地域の「担い手」不足、「移動の足」不足の解消の観点から、自家用車活用事業の創設や自家用有償旅客運送の制度改善等が、地域交通の「担い
手」不足や「移動の足」不足への対策として十分でないと合理的に考えられる場合に備え、総合的な交通政策の観点も踏まえ、例えば、以下の事項などについて、法制度
等の議論を行う必要がある。

１．車やドライバーの安全の確保 
（１）運行管理のデジタル化・遠隔化 
（２）ドライバーの教育・研修の効率化
（３）実効性のある性犯罪対策

  ２．事故時の責任体制の確保 事故時の乗客に対する万全の責任体制の構築

  ３．ドライバーの適切な就業条件 

  ４．個別輸送の充実による利用者利便の確保と外部不経済の発生とのバランス 

  ５．全国展開のための制度要件、公平な競争条件の確保
  広域での事業運営、価格規制の緩和、運営主体拡大等の際の公平な競争条件の確保、 必要なタクシーサービスの確保   

６．諸外国のライドシェアで浮き彫りになった問題

  ７．消費者保護の確保 
苦情処理のデジタル化の実現 4



【地域の交通サービスをめぐる現状と課題】
    ○ 人口減少に伴う需要密度の低下による公共交通サービスの事業採算性の悪化
○ 交通を支える運転業務従事者の人手不足

モビリティ・ロードマップ2024（案）の概要

【新たなモビリティサービスの出現と課題】
    ○ 海外では、技術の進歩等により、自動運転等新たな

業態やサービスの導入が開始
○ 米国や中国の先進的な事例をみると、自動運転はデ
ータの蓄積・活用を進め、技術を飛躍的に向上

交通事業者の経営状況は
厳しい状況にある

自動車運転の人手不足は、
全職業平均より上回る

L4無人配車タクシーサービス
（アメリカ）

L4無人配車タクシーサービス
（中国）

L4自動運転移動サービス
（日本）

モビリティサービスの現状と主な課題

一般乗合バス事業（保有車両３０両以上）における
赤字事業者の割合

（出典）国土交通省「乗合バス事業の収支状況について」
よりデジタル庁作成

（出典）地域の公共交通リ・デザイン実現会議
（第１回）資料より抜粋

（出典）経済産業省「自動走行の実現及び普及に向けた
取組報告と方針version7.0参考資料」より抜粋

（出典）経済産業省ニュースリリース
（2023.5.22）より抜粋

地域鉄道の需要は
減少傾向にある

2050年には、人口50%以上
減少見込み

（出典）地域の公共交通リ・デザイン実現会議
（第１回）資料より抜粋

（出典）地域の公共交通リ・デザイン実現会議
（第１回）資料より抜粋

デジタル技術の活用による生産性の向上と、自動運転の社会実装に向けた課題への対応 5



○求められる施策
•需要の可視化や移動需要の効率化、創出によるモビリティ
サービスの生産性の向上（需要側からのアプローチ）

•自動運転技術の事業化によるドライバー不足への対応
（供給側からのアプローチ）

○ 基本的な考え方
•需要側・供給側アプローチに関する施策を各取組主体が同時
に実施し、新たなモビリティサービスの社会実装を推進

モビリティ・ロードマップ2024（案）の概要

基本的な考え方

施策の段階的・集中的投入
総括的事業実証ステージ（2024年度）

•自動運転の事業化に向けた技術の習熟化・高度化
•自動運転の事業化加速のための審査手続の透明
性・公平性の確保

•自動運転等新たな技術を活用した事業に対する受
容性向上（必要性、安全性、コスト負担）

先行的事業化ステージ（2025～2026年度）
•自動運転等新たな技術の導入コストの低減・負
担の合理化

•データの収集・共有の加速、路車協調等協調領
域での技術の高度化と実践

•モビリティサービスを支える人材の育成、業態
を支える制度の施行・改善

本格的事業化ステージ（2027年度以降）
•業態を支える制度の活用普及と新たなモビリ
ティサービス市場の確立

•新たな技術を更に積極的に取り込むための事業
改善サイクルの確立

•他形態（オーナーカー等）への展開

○施策を工程表としてとりまとめ
○モビリティワーキンググループにてロードマップの具体化・進捗状況を評価し、毎年度の改訂を想定
○先行的事業化地域の設定など施策間の相乗効果を高める方策を検討

ロードマップの具体化・進捗管理等
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事故等が発生した場合の責任制度その他のAI時代における自動運転車の社会的ルールの課題と目指すべき姿

• 無人の自動運転車が事故を起こした場合、どの当事者（開発
者・運行者等）がどのような場合に責任を負うのか明確でな
く、イノベーションの阻害要因に。

例）どのような措置を講じていれば「他の交通の安全を妨げるおそれがな
いものであり、かつ、乗車人員の安全を確保できるものである」とい
えるのか、「合理的に予見される防止可能な事故が生じない」ものと
いえるのか不明確。

• 事故原因究明・再発防止等のため、独立かつ専門組織が必要

例）現状は、交通事故総合分析センター（ITARDA）に自動運転車事故調査委
員会を設置。ただし、法的権限がなく、任意での調査にとどまる。

• 具体化・定量化された保安基準/ガイドラインを作成し、
自動運転車による交通ルールの遵守方法を明確化

• 検証・分析のための情報共有の仕組みを構築し、
必要に応じた再発防止に向けた保安基準/ガイドライン
のアップデート

• 適正・合理的な内容の保安基準/ガイドラインに適合し

ていた事実が、行政・刑事・民事の責任判断時に適切
に考慮されるような制度の設計又は運用

• 法的権限を持ち、職権行使の独立性が保障されている
運輸安全委員会のような事故調査機関を設置

• 客観性・信頼性の高い事故調査結果の公表

基準の具体化・定量化等
を通じた責任判断の
予測性向上

事故調査機関の強化

現状・課題 目指すべき姿

◆行政・刑事・民事における法的責任判断の予測性向上

◆事故原因究明の仕組み

 高齢者によるペダルの踏み間違い事故など、人間の運転者によるミスに起因した交通事故が社会問題化
 2023年に発生した自動車※1関連の交通死亡事故2,288件のうち、第１当事者※2が自動車の場合は2,021件、全体の88.3%。
 高齢者に対する自主的な免許返納の呼びかけは、特に、公共交通等の移動手段が不足している地域において効果が限定的。

 地域公共交通における人手不足が深刻化
⇒新たな地域交通の手段として、安全な自動運転車の早期社会実装への期待が一層向上。
これまでの研究開発等の取組に加え、社会的ルール面での環境整備を進め、社会実装の更なる加速を目指す。
（※１）自動車：乗用車、貨物車、特殊車
（※２）第１当事者：最初に交通事故に関与した車両等（列車を含む）の運転者又は歩行者のうち、当該交通事故における過失が重い者をいい、また過失が同程度の場合には人身損傷程度が軽い者

背景・目的
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自動運転等新たなデジタル技術を活用したモビリティサービスの社会実装に向けた検討状況

年度 自動運転に関する主な動向

2014 官民ITS構想・ロードマップ策定

↓

・2017年：道路交通法、道路運送車両法に係る制度整備
→ 遠隔型自動運転システムの公道実証が可能な環境を整備

・2017年：国主導の各種地域プロジェクトが開始
（内閣府、経済産業省、国土交通省）

・2018年：自動運転に係る制度整備大綱を策定
・2019年：道路運送車両法及び道路交通法改正

→ 自動運転レベル3に対応した制度整備

・2022年：道路交通法改正
→ 自動運転レベル4に向けた制度整備

2023

・福井県永平寺において、日本初の自動運転レベル4での無人自
動運転移動サービスが開始

・大規模かつ複雑な交通環境での新たな自動運転移動サービス
の早期実現に向け、「レベル４モビリティ・アクセラレーシ
ョン・コミッティ」を設置（経済産業省、国土交通省）

2023
モビリティワーキンググループ（モビリティWG）、
AI時代における自動運転車の社会的ルールの在り方検討サブワーキング
グ ループ（サブWG）を設置

2024 モビリティ・ロードマップ2024（案）のとりまとめ
（以降、モビリティ・ロードマップを毎年度更新予定）

デジタル社会推進会議

モビリティWG

サブワーキンググループ
（サブWG）※

※AI時代における自動運転車の社会的ルールの在り方検討SWG

• 自動運転、ドローン、サービスロボット
等に対する地域の移動需要の可視化、
社会的効果の見える化

• 初期投資への支援等自立化環境整備
• 走行環境、社会的ルール等事業環境整備

• 自動運転車を巡る交通事故等に関する
社会的なルールの在り方 等

検討体制と検討内容検討状況
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モビリティ・ロードマップ2024（案）工程表

時間軸：ステージ
短期的な取組：
総括的事業実証（2024年度）

中期的な取組：
先行的事業化（2025～2026年度）

長期的な取組：
本格的事業化（2027年度以降）

重点を置く取組

• 自動運転の事業化に向けた技術の習熟化・高度化

• 自動運転の事業化加速のための審査手続の透明性・
公平性の確保

• 自動運転等新たな技術を活用した事業に対する受容
性向上（必要性、安全性、コスト負担）

• 自動運転等新たな技術の導入コストの低減・負担の合理化
• データの収集・共有の加速、路車協調等協調領域での技術の高度化と実践
• モビリティサービスを支える人材の育成、業態を支える制度の施行・改善

• 業態を支える制度の活用普及と新たなモビリティ
サービス市場の確立（ある程度の量的普及も含む）

• 新たな技術を更に積極的に取り込むための事業改善
サイクルの確立

• 他形態（オーナーカー等）への展開

ビジネスモデルの確立

技術の確立

制度・ルールの確立
モビリティサービスをけん引する人材の育成（内）

・人材育成プログラムの展開

走行空間の検討（国交）
・とりまとめ

走行空間の検討（国交）
・実証開始

事業採算性の検証（経産／国交）

需要を推定する方法の検討（デジ）

自動運転システムの開発支援（経産）

資金調達の支援方策の検討（デジ）
地域の関係者の共創推進や柔軟な公的支援制度の検討（国交）

乗換・積替等のための集約拠点の整備（経産）
・アーリーハーベストPJにおける検討結果を先行地域以外へ横展開を検討

主要技術の低コスト化（経産）
・地図の低コスト化等

自動運転車両のリース・レンタルを促す仕組の検討（デジ）

自動運転サービス等の導入に向けた指針の策定（内）
・計画指針の策定

自動運転がもたらす効果の評価方法の検討（国交）

主要技術の低コスト化（内）
・ライダーの高度化

安全性評価環境の構築（経産）

複数モビリティの協調制御技術の検討（デジ）

混在空間における協調型システムの検討・確立（経産）

路車協調システムの検討・確立（国交）
・仕様の作成

路車協調システムの検討（国交）
・検証開始

V2X通信規格の検討・策定（総務）
・技術基準の策定等

V2X通信規格の検討・策定（総務）
・検証開始

V2N通信環境の検討（総務）
・必要に応じて重要スポットにおける通信環境整備

V2N通信環境の検討（総務）
・実証・検証開始

自動運転サービス支援道の整備（経産）
・幹線道路や先行地域と隣接する地域への拡大を検討

信号情報提供技術の検討・確立（警察）
・信号情報の活用可能性検討

信号情報提供技術の検討・確立（警察）
・実証環境の構築

データの統合・相互利活用基盤の検討（内）
・システム構築・実証

社会受容性向上のための手引きの策定（経産／国交）

乗換・積替のための集約拠点の整備（経産）
・アーリーハーベストPJを通じた詳細検討

自動運転サービス支援道の整備（経産）
・アーリーハーベストPJを通じた取組の開始

自動運転サービス等の導入に向けた指針の策定（内）
・計画指針案の作成

主要技術の低コスト化（内）
・ライダーの設計試作

データの統合・相互利活用基盤の検討（内）
・プロトタイプ開発

モビリティサービスをけん引する人材の育成（内）
・人材育成プログラムの作成

参考となる事例の共有（官房／デジ）
・業態を超えた自動運転の積極的活用等

参考となる事例の共有（官房／デジ）
・複数業態にまたがる自動運転車両の活用に係る取組等

※事業化＝自動運転サービスが反復継続的に実施されている状態。当面はバス（シャトルを含む）形態を想定

デジタルライフライン全国総合整備計画

デジタルライフライン全国総合整備計画

地域の公共交通リ・デザイン実現会議

自動運転をめぐる社会的ルールの明確化（※詳細は別図参照）

審査手続の透明性・公平性の確保（警察／国交）
・とりまとめ文書の逐次改定による審査手続の更なる利便性向上と効率化

審査手続の透明性・公平性の確保（警察／国交）
・取組に関する文書のとりまとめ、着実な取組の実行
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モビリティワーキンググループについて

主査 森 昌文 内閣総理大臣補佐官（国土強靭化及び復興等の社会資本整備並びに科学技術イノベーション政策その他特命事項担当）

構成員（有識者） 石田 東生 筑波大学名誉教授・学長特別補佐
岡本 浩 東京電力パワーグリッド株式会社 代表取締役副社長
川端 由美 自動車ジャーナリスト・環境ジャーナリスト
甲田 恵子 株式会社AsMama 代表取締役社長
越塚 登 東京大学大学院情報学環教授
齊藤 裕 独立行政法人情報処理推進機構理事長 兼 デジタルアーキテクチャ・デザインセンター長
鈴木 真二 一般社団法人総合研究奨励会 日本無人機運行管理コンソーシアム代表
須田 義大 東京大学生産技術研究所教授 モビリティ・イノベーション連携研究機構長
波多野 邦道 一般社団法人日本自動車工業会安全技術・政策委員会 自動運転タスクフォース主査
日高 洋祐 株式会社MaaS Tech Japan 代表取締役CEO
村松 洋佑 一般社団法人ロボットフレンドリー施設推進機構理事
山本 圭司 特定非営利活動法人ITS Japan 会長

構成員（関係省庁） 内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 統括官
警察庁 交通局長 
デジタル庁 統括官（国民向けサービスグループ担当）
総務省 総合通信基盤局長
経済産業省 製造産業局長

商務情報政策局長
国土交通省 公共交通政策審議官

道路局長
物流・自動車局長

運営体制
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第１回：社会実装に向けた論点
第２回：社会実装に向けた施策の方向性
第３回：社会実装に向けた施策内容、実施体制
第４回：とりまとめ

議論の経緯



自動運行装置に係る認可

重大事故調査
⑥★調査協力の義務づ
けに係る検討【国交省】

個別の事故調査
（ミクロ）

事故・ニアミス情報等
の収集・分析・利用

（マクロ）

①★保安基準の細目告示
及び／又はガイドライン
（「保安基準/ガイドライ
ン」）において、「自動運行
装置の作動中、他の交通の
安全を妨げるおそれがないも
のであり、かつ、乗車人員の
安全を確保できるものである
こと」の具体化に係る検討
【国交省】

基準認証等

行政 刑事 民事
従前どおり、要件を満たせば各種
義務（リコール届出等）や行政
処分

従前どおり、事案に応じた刑
事責任

従前どおり、有責者が被害者に
賠償
※因果関係の立証が必要

自動運転車の製造者に
対する行政処分なし

↓
必要に応じた再発防止に
向けた保安基準/ガイドラ
インのアップデート

↓
プログラム更新

⑤★アップデートした保安基
準/ガイドラインへの適合を
求める仕組みに係る検討
【国交省】

事案に応じた刑事責任。
ただし、適正・合理的
な内容の保安基準/ガ
イドラインがあれば、処
分を決するに当たり適
切に考慮

④★◆保安基準/ガイド
ラインの具体化・定量化
に向けた協力【法務省／
警察庁】

※事故調査機関による
専門的判断の考慮その
他同時並行で捜査を実
施する捜査機関との連
携
⑧◆事故調査機関と捜
査機関の連携等の在り
方の検討【警察庁／法
務省／国交省（／消
費者庁）】

自動運転車の設計・製
造に係る過失・欠陥なし
とされる蓋然性が高まる
(注2)

被害者補償の在り方

⑫◆自賠法における損害
賠償責任に関し検討【国
交省】

事故・インシデント発生 事故要因 責任判断(※最終的には裁判所が判断)

⑨★検証・分析のための情報
共有の仕組み（レポートの収
集・分析等）の検討【国交省
／警察庁】

⑦◆迅速かつ実効的な原因
究明に向けた独立事故調査
機関の在り方に係る検討【国
交省／警察庁（／消費者
庁）】

※★は短期◆は中長期出口イメージ

【 】内は主な担当省庁

※保安基準/ガイドラインで規定する
安全性の基本的な考え方を踏まえて
検討。
・自動運転車は道交法(下位法令を
含む。以下同じ)上の交通ルール (注
１)を遵守する
・他の交通参加者が道交法を遵守す
る限り、事故は発生させない
・他の交通参加者が道交法を遵守し
ない場合であっても、できる限り、事故
は発生させない
・他の交通参加者が道交法を遵守せ
ず、事故が不可避な場合であっても、
できる限り、被害の軽減に努める

保安基準/ガイドライン

⑩◆車両内部、外部、交通
参加者、環境それぞれ報告・
共有すべきデータ範囲（項
目・保存期間・形式）、目的、
方法に係る検討【経産省／
国交省】

②◆保安基準/ガイドライン
の定量化等に係る検討
【国交省】

(注１)③◆現在の技術水準に
鑑みて、自動運転車の実装に当
たり課題となり得る交通ルールの
有無・対応方法等について検討
(ソフトウェア作成に向けた交通
ルールの具体的な遵守方法に係
る検討を含む)【警察庁】

制度設計等の全体目的：ドライバーのヒューマンエラーによる事故を防止し、安全な自動運転車を普及させるための民事責任・行政上の責任の制度の設計・運用及び刑事責任の制度の運用（事故が起き得ることも想
定しながら、法的責任判断の予測性を高めることで、安全な自動運転車の普及促進と被害者の十全な救済の確保を目指す）。各制度の役割分担等全体的なバランスが適切か否かについても随時見直し。

※インシデント情報や責任判断を随時フィードバックして保安基準/ガイドラインをアップデート

事故調査機関による専門的判断の考慮

サイバーセ
キュリティ上
の問題に要

因

自動運行装
置の

ソフトウェア
に要因

自動運行装
置以外に 
要因

※ブレーキ故障など自
動運行装置以外の車
両不備等

※(例)認可時には保安
基準/ガイドラインに適合し
ていたが事後的に適合し
ていないことが判明した場
合

保安基準/ガ
イドラインに適
合する性能を
発揮せず

自動運行
装置の

ハードウェア
に要因

※センサーや電子計算
機の物理的故障等

※「自動運行装置」とは、
・自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー
・当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素と
する装置等から構成されたシステム (道路運送車両法41条2項)

ODD内

※ODD外と  
なった際に、リス
ク最小化制御
が作動し、当該
制御により車両
が安全に停止
するまでの間を
含む

ソフトウェア
作成時の
不注意

※単純なパラメータ設定の
誤りや、ガイドラインに基づき
プログラム作成時に加味しな
ければならない要素の漏れ

ソフトウェア
作成時の
故意

※データを改竄していた場合

保安基準/ガ
イドラインに適
合する性能を

発揮

ODD外
※ODD外で自動運行装置が作動したことに起因する事故の場合には、ODD内
の場合と同様の事故要因が考えられる。

(注2)裁判実務においては、
保安基準等以外にも、業界
慣行等が考慮される可能性
もある。 

※運行管理者およびインフラ管理者による適切な管理が前提

⑪◆実証を踏まえて、インフラ
から提供する情報の有用性等
について検討【国交省他】 ⑬◆製造物全般に及ぶ製造物責任につ

いて調査・検討【消費者庁他】

無人運転を想定した事故調査・責任判断の流れ
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自動運転の社会実装に向けた重点施策（例）

（１）基準認証等の具体化・アップデートによる安全性の確保
①（保安基準等の具体化に係る検討【国交省】)
保安基準の細目告示及び／又はガイドライン（「保安基準等」）において、現行の自動運行装置に係る細目告
示の具体化に向けた検討を2024年度より行い、2025年度にかけてとりまとめを行う。検討にあたっては、「保安基
準/ガイドラインで規定する安全性の基本的な考え方」（前記参照）を踏まえて検討を行う。

短
期

②（保安基準等の定量化等に係る検討【国交省】)
2025年度以降より継続して、上記の定性的に具体化された保安基準等について、より適用基準が明確となるよ
う、裁判例を含む道交法等の実運用の状況や、交通流量等の統計情報、その時点における技術的状況、国際
的な議論の動向等を踏まえながら、定量化に向けた検討を行う。

中
長
期

③（交通ルールに係る検討【警察庁】）
2024年度以降より継続して、現在の技術水準に鑑みて、自動運転車の実装に当たり課題となり得る交通ルール
の有無・対応方法等について検討を行う（ソフトウェア作成に向けた交通ルールの具体的な遵守方法に係る検討
を含む）。

中
長
期

④（保安基準等の具体化に向けた協力【法務省／警察庁】）
2024年度以降より継続して、保安基準等が適切に具体化・定量化されるよう、保安基準等の具体化・定量化
に向けた協力を行う。

中
長
期

⑤（アップデートした保安基準等への適合を求める仕組みに係る検討【国交省】）
保安基準等をアップデートした場合に、アップデート以前の保安基準等に係る自動運行装置についても、アップデー
ト後の保安基準等への適合を求める際の配慮事項や仕組みについて検討を2024年度より行い、2025年度にか
けてとりまとめを行う。

短
期

（２）事故原因究明等を通じた再発防止
個別の事故調査（ミクロ）

⑥（調査協力の義務付けに係る検討【国交省】）
基準認証等の段階において、事故発生時における事故調査への協力を義務付けることや報告徴収権限の行使
等、事業者による調査協力を促す方策について検討を2024年度より行い、2025年度にかけてとりまとめを行う。

短
期

⑦（迅速かつ実効的な原因究明に向けた独立事故調査機関の在り方に係る検討【国交省／警察庁（／消
費者庁）】）
迅速かつ実効性のある原因究明のため、職権行使の独立性が保障されている運輸安全委員会のような組織によ
る事故調査機関の設置に向けた検討を2024年度より行い、2025年中にとりまとめを行う。

中
長
期

⑧（事故調査機関と捜査機関の連携等の在り方の検討【警察庁／法務省／国交省（／消費者庁）】）
事故調査機関による調査と同時並行で捜査を実施する捜査機関との連携の在り方について検討を2024年度以
降より継続して行う。

中
長
期

（３）被害が生じた場合における補償の在り方
⑫（自賠法における損害賠償責任に関し検討【国交省】）
国交省報告書（H30）を踏まえ、運行供用者責任の考え方、被害者補償の在り方等
の点を含め、自賠法における損害賠償責任に関し検討を2024年度より行い、2025年
中にとりまとめを行う。

中
長
期

⑨（検証・分析のための情報共有の仕組みの検討【国交省／警察庁】）
軽微な事故やニアミス等について、必要な情報を収集して、安全性向上に向けた検証・分
析・提供を行うための仕組みについて検討を2024年度より行い、2025年度にかけてとりま
とめを行う。

短
期

⑩（報告・共有すべきデータ範囲、目的、方法等に係る検討【経産省／国交省】）
2024年度から行う「デジタルライフライン全国総合整備計画」のアーリーハーベストプロジェ
クトにおける実証やその他の実証等を踏まえ、2025年度以降車両内部、外部、交通参
加者、環境それぞれが報告・共有すべきデータ範囲（項目・保存期間・形式）、目的、
方法、収集の主体等について、国際的な議論も踏まえつつ検討を行うとともに、安全性向
上に向けた検証・分析・提供を行うための仕組みについて検討を行う。

中
長
期

⑪(インフラから提供する情報の有用性等に係る検討【国交省他】)
2024年度から行う実証等を踏まえて、2025年度以降インフラから提供する情報の有用
性等について検討を行う。

中
長
期

（２）事故原因究明等を通じた再発防止
事故・ニアミス情報等の収集・分析・利用（マクロ）

（４）その他
⑬（製造物全般に及ぶ製造物責任について調査・検討【消費者庁他】）
2024年度以降より継続して、製造物全般に及ぶ製造物責任について調査及び検討を
行う。

中
長
期

※SWGにおいて、求償権行使のための仕組みの実効性に関し、自動車メーカーと保険会社に
おける協力体制の構築について進捗共有を行う。
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中長期（2025年7月～）短期（～2025年6月）

基準認証等の具体化・
アップデートによる
安全性の確保

事故原因究明等
を通じた
再発防止

①保安基準/ガイドラインの具体化に係る検討【国交省】 ②保安基準/ガイドラインの定量化等に係る検討【国交省】

④保安基準/ガイドラインの具体化に向けた協力【法務省／警察庁】

⑥調査協力の義務づけに係る検討【国交省】

⑨検証・分析のための情報共有の仕組みの検討【国交省／警察庁】

⑩報告・共有すべきデータ範囲、目的、方法等に係る検討【経産省／国交省】

⑤アップデートした保安基準/ガイドラインへの適合を求める仕組みに係る検討【国交省】

⑫自賠法における損害賠償責任に関し検討【国交省】被害が生じた場合
における補償の在り方

③交通ルールに係る検討【警察庁】

⑧事故調査機関と捜査機関の連携等の在り方の検討【警察庁／法務省／国交省（／消費者庁）】

モビリティ・ロードマップ

ロボットタクシー社会実装

2025年
モビリティ・ロードマップ

※短期についてのフォローアップ

2026年
モビリティ・ロードマップ

※中長期についてのフォローアップ

2027年
モビリティ・ロードマップ

※中長期についてのフォローアップ

⑦事故調査機関の在り方に係る検討【国交省／警察庁（／消費者庁）】

⑪インフラから提供する情報の有用性等に係る検討【国交省他】

2026年初頭
ロボットタクシー
社会実装の実現

⑬製造物全般に及ぶ製造物責任について調査・検討【消費者庁他】その他

無人運転を想定した事故調査・責任判断 工程表（案）
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AI時代における自動運転車の社会的ルールの在り方検討サブワーキンググループについて

※ デジタル社会推進会議モビリティWG傘下のサブWGとして開催
・事務局：デジタル庁、経済産業省、国土交通省
・オブザーバー：警察庁、金融庁、消費者庁、法務省、総務省
・検討会構成員：主査 小塚 荘一郎 学習院大学法学部法学科 教授

構成員 稲谷 龍彦 京都大学大学院法学研究科 教授
構成員 今井 猛嘉 法政大学大学院法務研究科 教授
構成員 落合 孝文 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業プロトタイプ政策研究所所長・パートナー弁護士
構成員 後藤 元 東京大学大学院法学政治学研究科 教授
構成員 酒巻 匡 早稲田大学大学院法務研究科 教授
構成員 佐藤 典仁 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
構成員 須田 義大 東京大学 生産技術研究所 教授/モビリティ・イノベーション連携研究機構長
構成員 髙橋 正人 髙橋正人法律事務所 弁護士
構成員 中原 太郎 東京大学大学院法学政治学研究科 教授
構成員 西成 活裕 東京大学大学院工学系研究科 教授
構成員 波多野 邦道 一般社団法人日本自動車工業会 安全技術・政策委員会 自動運転タスクフォース主査
構成員 原田 大樹 京都大学大学院法学研究科 教授
構成員 藤田 友敬 東京大学大学院法学政治学研究科 教授
構成員 横田 知大 一般社団法人日本損害保険協会 
構成員 吉開 多一 国士舘大学法学部法律学科 教授

運営体制
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第１回：検討会の背景・目的、現在地の確認、海外制度比較、想定論点等
第２回：法制度全般、事故調査の在り方
第３回：法制度全般、刑事責任の論点
第４回：法制度全般、刑事責任・民事責任の論点
第５回：法制度全般、行政責任の論点、とりまとめの方向性、今後のスケジュール
第６回：とりまとめ

議論の経緯


